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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成27年8月27日(2015.8.27)

【公表番号】特表2007-537732(P2007-537732A)
【公表日】平成19年12月27日(2007.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2007-050
【出願番号】特願2007-510930(P2007-510930)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/34     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｐ  21/08     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/15     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ    5/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｍ    1/34     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｑ    1/02     　　　　
   Ｃ１２Ｐ   21/08     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   33/15     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   33/50     　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年7月10日(2015.7.10)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インビトロの隣り合う２つの培養細胞系であって：
　末梢血単核球（ＰＢＭＣ）の集団を受容して該末梢血単核球の集団の中に存在する樹状
細胞前駆体を細胞培養培地中で成熟させるために、細胞培養培地、平面のマトリックス、
該第一のマトリックスに接着したヒト血管内皮細胞（ＨＵＶＥＣｓ）からなる複数の細胞
、並びに標的の外来抗原を含み、且つ
前記平面のマトリックスが、異種移植片細胞外マトリックス（ＥＣＭ）シート、自然に重
合化したヒト羊膜結合組織、再構成されたコラーゲンマトリックスおよびキトサン／コラ
ーゲン膜の足場からなる群より選択され、且つ
前記複数の細胞が前記平面のマトリックス上に血管内皮を形成する、
ワクチンが接種される部位と等価な培養物Ａと；
　Ｂ細胞及びＴ細胞を含む複数のリンパ球、並びに合成及び／又は天然のリンパＥＣＭ由
来物質を含むヒドロゲルマトリックスを含み、且つ
前記ヒドロゲルマトリックスがリンパ節の網目状足場を形成し、且つＢ細胞、Ｔ細胞、及
び成熟樹状細胞の相互作用を支持する、
前記培養物Ａ中の成熟樹状細胞を受容するための、三次元の、リンパ組織と等価な培養物
Ｂと；
　を含む２つの培養細胞系。
【請求項２】
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前記複数の細胞が前記平面のマトリックスの両側上に血管内皮を形成する、請求項１に記
載の２つの培養細胞系。
【請求項３】
前記複数の細胞が前記平面のマトリックスの片側に血管内皮を形成し、そして皮膚上皮細
胞が前記平面のマトリックスのもう一方の側に上皮を形成する、請求項１に記載の２つの
培養細胞系。
【請求項４】
前記培養物Ａにおける前記複数の細胞がヒト細胞を含む、請求項１に記載の２つの培養細
胞系。
【請求項５】
前記培養物Ａにおける前記複数の細胞がヒト皮膚由来血管細胞および内皮細胞を含む、請
求項１に記載の２つの培養細胞系。
【請求項６】
前記平面のマトリックスが、無細胞ヒト真皮を含む、請求項１に記載の２つの培養細胞系
。
【請求項７】
前記複数のリンパ球がさらに樹状細胞を含む、請求項１に記載の２つの培養細胞系。
【請求項８】
前記ヒドロゲルマトリックスが隔離されたＴ細胞およびＢ細胞ゾーンを含む、請求項１に
記載の２つの培養細胞系。
【請求項９】
前記Ｔ細胞ゾーンがナイーブなＴ細胞および膠原線維を含む、請求項８に記載の２つの培
養細胞系。
【請求項１０】
前記膠原線維がコラーゲンＩ、コラーゲンＩＩＩまたはフィブロネクチンを含む、請求項
９に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１１】
前記Ｔ細胞ゾーンが細網線維芽細胞を含む、請求項８に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１２】
前記隔離されたＴ細胞およびＢ細胞のゾーンが、化学誘引物質の制御放出によって作られ
る、請求項８に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１３】
前記培養物Ｂがケモカインを含む、請求項１に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１４】
前記ケモカインが、ＣＸＣＬ－１３、ＣＣＬ－２１およびＭＩＰ３からなる群より選択さ
れる、請求項１３に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１５】
前記複数のリンパ球が、末梢血リンパ球からネガティブに選択されたＢ細胞およびＴ細胞
を含む、請求項１に記載の２つの培養細胞系。
【請求項１６】
請求項１に記載のインビトロの隣り合う２つの培養細胞系を用いる方法であって、該方法
は：
前記培養物Ａに末梢血単核球（ＰＢＭＣ）の集団を導入する工程と；
該末梢血単核球の集団の中に存在する樹状細胞前駆体の刺激を促進する条件下で、前記培
養物Ａ及び標的抗原を培養する工程と；
刺激された樹状細胞前駆体を成熟樹状細胞に変換させる工程と；
前記培養物Ａにおいて成熟した樹状細胞を前記培養物Ｂに移動させる工程と；
前記培養物Ｂにおける前記複数のリンパ球の、前記成熟樹状細胞による刺激を促進する条
件下で、前記培養物Ｂを培養する工程と；
該成熟樹状細胞による刺激後に該複数のリンパ球からの応答を測定する工程と；
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を包含する、方法。
【請求項１７】
前記標的抗原が、ワクチン、アジュバント、薬物、生体分子、化合物および化粧品からな
る群より選択される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記成熟樹状細胞による刺激後の前記複数のリンパ球からの応答が、リンホカインの存在
を検出する工程またはリンホカインのレベルを測定する工程によって決定される、請求項
１６に記載の方法。
【請求項１９】
前記成熟樹状細胞による刺激後の前記複数のリンパ球からの応答が、複数のリンホカイン
の存在を検出することまたは複数のリンホカインのレベルを測定することによって決定さ
れる、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
前記培養物Ａ及び前記培養物Ｂが抗原特異的なリンパ球の免疫応答を解析するときに連続
して使用される、請求項１に記載の２つの培養細胞系。


	header
	written-amendment

